
  

　
わ
が
国
最
北
端
の
石
敢
當
。
北
海
道
函
館
市

に
あ
る
。
昭
和
六
十
二
年
造
立
。
高
さ
六
五
㎝
の

黒
み
か
げ（
南
ア
フ
リ
カ
原
産
）。
持
主
の
大
石
圭

一
は
北
大
名
誉
教
授（
昆
布
の
権
威
）、昭
和
六
十

二
年
、講
演
を
頼
ま
れ
て
沖
縄
に
き
て
、那
覇
市

内
の
石
材
店
で
こ
れ
を
購
入
、自
宅
の
庭
に
立

て
た
。
字
形
は
首
里
金
城
町
の
石
敢
當
と
同
一
。�

　
高
さ
一
七
二
㎝
の
黒
み
か
げ
に
、高
さ
一
二
二
㎝
、

幅
五
二
㎝
の
沖
縄
県
宮
古
島
産
の
ト
ラ
バ
ー
チ

ン（
石
灰
岩
）の
石
敢
當
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、昭
和
四
十
一
年
台
風
で
被
害
を
う
け
た

宮
古
島
に
川
崎
市
民
が
救
援
活
動
を
し
た
返

礼
と
し
て
宮
古
島
民
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
。
昭

和
四
十
五
年
に
造
立
さ
れ
た
が
、駅
前
の
再
開

発
に
伴
い
、昭
和
六
十
一
年
に
現
在
地
に
再
建
さ

れ
た
。
沖
縄
と
の
文
化
交
流
の
絆
と
な
る
こ
と
、

ま
た
交
通
安
全
を
祈
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。�

　
那
覇
市
首
里
金
城
町
石
畳
道
の
入
口
の
左

側
に
あ
る
石
敢
當
。
九
一
㎝
の
ニ
ー
ビ
石（
砂
岩
）。�

●
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市
の
石
敢
當�

●
JR
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●
金
城
町
の
石
敢
當�

け
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◆
『
姓
源
珠
　
』の
汚
名
を
す
す
ぐ�

�
�　

と
こ
ろ
が
、江
戸
後
期
、寛
政
十
二
年（
一

八
〇
〇
）に『
桂
林
漫
録
』が
出
版
さ
れ
、

そ
の
中
に『
姓
源
珠
　
』の
引
用
と
し
て
、

五
代
晋
の
勇
士
名
を
石
敢
當
と
し
、彼

を
石
敢
當
碑
の
起
源
と
書
か
れ
た
。漫

録
は
、碩
学
桂
川
中
良
の
著
で
当
時
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、五
代
晋
の
勇
士
説
は
、

今
日
に
至
る
ま
で
辞
典
類
に
孫
引
き
さ

れ
て
い
る
。実
は
こ
の
引
用
文
は
、明
の
徐

　
著『
徐
氏
筆
精
』（
一
六
三
三
年
成
る
）

の
引
く『
姓
源
珠
　
』の
文
章
の
丸
写
し

で
あ
る
。現
在
、石
敢
當
の
研
究
者
の
間

で
は
、五
代
晋
の
勇
士

説
の
発
信
源
は『
姓
源

珠
　
』で
あ
り
、非
は

あ
げ
て
同
書
に
あ
り

と
さ
れ
て
い
る
。し
か

し
こ
の
こ
と
に
疑
を
も

っ
た
私
は『
姓
源
珠
　
』

の
原
文
に
当
た
る
こ
と
に
し
た
。同
書
は

明
の
楊
信
民
の
撰
、一
四
三
二
年
ご
ろ
成
書
。

苦
心
惨
憺
、よ
う
や
く
萬
暦
庚
子（
一
六

〇
〇
年
）刊
行
の
新
刻『
姓
源
珠
　
』を

見
つ
け
た
。同
書
で
は
、五
代
晋
の
勇
士

名
は「
石
敢
」と
な
っ
て
い
て
、石
敢
當
碑

の
由
来
の
記
述
は
一
切
な
い
。し
か
も
こ
の

記
事
は『
資
治
通
鑑
』を
参
考
に
し
た
と

あ
る
。徐
　
も
萬
暦
の
人
、同
書
を
見
る

機
会
は
あ
っ
た
は
ず
。に
も
拘
ら
ず
何
故

に
原
文
に
は
な
い「
石
敢
當
」、そ
し
て
由

来
話
を
付
加
し
て
引
用
文
と
し
た
の
か
、

全
く
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。と
も
あ

れ『
姓
源
珠
　
』の
汚
名
は
い
わ
れ
な
き

も
の
、非
は『
徐
氏
筆
精
』、『
桂
林
漫
録
』

に
あ
る
。幕
末
以
来
今
日
ま
で『
姓
源
珠

　
』の
原
文
に
当
た
っ
て
論
文
を
書
い
て

い
る
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。�

�

　
な
お
、わ
が
国
の
民
俗
学
者
は
、石
敢

當
の
由
来
に
関
し
、石
の
も
つ
呪
力
に
着

目
し
て
い
る
。�

◆
石
敢
當
の
現
況�

�
�
�

　
現
在
、わ
が
国
の
二
十
八
都
道
府
県

に
石
敢
當
が
あ
る
。沖
縄
県
一
万
基
以
上
、

鹿
児
島
県
約
一，
一
〇
〇
基
、宮
崎
県
約
九

十
基
、大
分
県
一
基
、長
崎
県
一
基
、佐
賀

県
七
基
、愛
媛
県
一
基
、徳
島
県
十
一
基
、

山
口
県
一
基
、広
島
県
二
基
、岡
山
県
一
基
、

兵
庫
県
五
基
、大
阪
府
十
一
基
、和
歌
山

県
二
基
、奈
良
県
一
基
、京
都
府
二
基
、滋

賀
県
一
基
、長
野
県
三
基
、静
岡
県
一
基
、

神
奈
川
県
四
基
、東
京
都
十
基
、千
葉
県

一
基
、埼
玉
県
二
基
、宮
城
県
二
基
、山
形

県
一
基
、秋
田
県
二
十
八
基
、青
森
県
四
基
、

北
海
道
一
基
。�

�

　
造
立
年
銘
の
あ
る
わ
が
国
最
古
の
も

の
は
、宮
崎
県
え
び
の
市
に
あ
る
元
禄
二

年（
一
六
八
九
年
）造
立
の
石
敢
當（
同
市

指
定
民
俗
文
化
財
）で
、次
に
古
い
も
の
は
、

沖
縄
県
具
志
川
村（
久
米
島
）に
あ
る
雍

正
十
一
年（
一
七
三
三
年
）造
立
の
泰
山
石

敢
當（
同
村
指
定
民
俗
文
化
財
）。わ
が

国
最
北
端
の
石
敢
當
は
北
海
道
函
館
市

に
あ
り
、昭
和
六
十
二
年（
一
九
八
七
年
）

造
立
。�

�

　
最
も
丈
が
高
い
の
は
、徳
島
県
三
加
茂

町
の
石
敢
當
で
百
八
十
セ
ン
チ
あ
る
。こ

れ
は
文
久
二
年（
一
八
六
二
年
）、悪
病
が

流
行
し
、大
火
や
水
難
が
続
い
た
の
で
集

落
の
は
ず
れ
の
鬼
門
に
立
て
た
。同
町
指

定
民
俗
文
化
財
。全
国
で
た
だ
一つ
県
指

定
の
民
俗
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
の
は
、山

形
県
鶴
岡
市
に
あ
る
石
敢
當
。造
立
年

は
不
明
な
る
も
、汚
損
著
し
く
鞘
堂
の
中

に
あ
る
。明
治
の
始
め
、鬼
県
令
の
異
名

の
あ
っ
た
三
島
通
庸
も
、こ
の
石
敢
當
を

は
ば
か
り
道
路
計
画
を
変
更
し
た
と
い

う
い
わ
く
付
き
の
も
の
。他
に
も
ユ
ニ
ー
ク

な
石
敢
當
が
い
く
つ
も
あ
る
。詳
し
く
は

拙
著『
石
敢
當
』を
御
覧
あ
れ
。�

よ
う�

せ
い�

21 March

よ
う
し
ん
み
ん�

ば
ん
れ
き
こ
う
し�


